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1. はじめに 

 

宇部市は山口県の南西部に位置し人口は約１７

万４千人で、ここ２０年はほぼ横ばい状態にあるが

全国の地方都市の例に漏れず中心市街地において商

業の衰退とともに人口の減少が進み空洞化が顕著に

なっている。このような状況を改善するため、平成

１１年度に宇部市活性化基本計画を策定し「都市基

盤の整備」、「高次都市機能の充実」、「人口定住

の促進」、「市街地の整備と一体となった商業のに

ぎわいづくり」を目標に掲げ中心市街地の活性化に

取り組んでいる。この目標達成に向け市街地の整備

改善のため重点的に取り組む事業として７事業を掲

げているが、今回このうち官、民が協働で推進して

いる中央町三丁目のまちづくりについて紹介する。 

 

２．中央町三丁目地区の取り組み状況 

 

中心市街地は、地域社会の核としての役割を果たし

てきた地域であり、その再生は地域社会の健全な発

展や地域の振興に寄与するとの考えのもと、行政主

導によるまちづくりの計画を策定し地元へ提案して

きたが、計画が活性化に向け具体化することはなか

った。このような状況を踏まえ宇部市では地元と協

働でまちづくりを推進したいとの提案を行い、中央

町三丁目の一部の地区（以下、中央町三丁目地区）

において、次のような経緯を経てまちなか再生事業

が立ち上がり、平成１６年度末完成に向け事業が急

ピッチで進んでいる。 
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表－１ 人口の推移 
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平成９年度 

・中心市街地を対象に今後は地元と行政が協働で計

画作りを進め、合意形成が図れた地区を優先し、

まちづくりに取り組む旨の説明会を開催 

・中央町三丁目地区を含む中央町地区に地元まちづ

くり団体「中央地区再開発推進協議会」が発足 

平成１０年度 

・中央町地区で４回のワークショップを開催した結

果、中央町三丁目地区で建物の共同化を前提に

商業を基本としたまちづくり計画を作成 

平成１１年度 

・土地区画整理事業および優良建築物等整備事業や

借上型市営住宅制度を活用した共同建替の勉強

会を実施 



・土地建物所有者を対象に土地区画整理事業への参

加の可否および土地の共同利用、建物の用途に

ついてのヒヤリングを実施 

・中央町三丁目地区で３回のワークショップを重ね

基盤整備を土地区画整理で、建物整備は、住商

複合、適度な規模の共同化および協調建替を基

本とする実現性の高いまちづくり計画を作成 

平成１２年度 

・６回のワークショップを開催し、商業の再編計画

や各共同建物の権利形態の調整を行うとともに

協調建替の設計指針を策定 

・中央町三丁目土地区画整理事業（宇部市施行）の

都市計画決定（１２月） 

平成１３年度 

・中央町三丁目土地区画整理事業計画の決定（６

月） 

・商工会議所にＴＭＯ（タウンマネージメント機

関）を設置 

・建物の移転と建替の開始 

・ＴＭＯが中央町三丁目地区のファサード整備とテ

ナントミックス等を検討 

平成１６年度現在 

・要移転建物５８棟すべての移転完了 

・建物は主に、共同建物と高層建物合わせて４棟完

成し共同建物２棟が建築中 

 

３. 中央町三丁目地区まちなか再生事業 

 

宇部市中心市街地活性化基本計画の中で中央町

三丁目地区（１．２ｈａ）は、良好な居住環境とに

ぎわいの創出並びに防災面の向上を図るために、道

路等の都市基盤整備とあわせて、共同、協調化によ

る建物更新を一体的に行う計画としている。現在、

「定住人口の回復及び商業機能の再編（基本として

１階を店舗、２階以上を住宅とする）」を目標に、

宇部市と地元が協働でまちなか再生のための事業を

行っている。 

 

（１）土地区画整理事業による都市基盤の整備 

 宇部市施行で、国土交通省の補助メニューである

都市再生区画整理事業を導入し事業の進捗を図って

いる。 
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区画道路の整備 

 中心市街地にふさわしい魅力的で歩くことの楽し

さを実感させる空間の創出と、併せて防災面の向上

を図るため、基本幅員を 6.0m 以上とし、部分的に 

拡幅することで歩くことの安全性、快適性に配慮し

た歩車共存道路として整備 

・一方通行等、歩行者の安全に配慮した交通規制 

・舗装は主に、景観や環境および周囲の建物（アー

スカラーを基調）との調和に配慮したレンガ舗装

（エコマーク製品で透水および保水性） 

・電線類の地中化 

広場の整備 

 区画道路の中央部に広場を設置し、にぎわいや憩

いの場を創出するとともに通路でつなぎ、歩行者導

線を確保し広場の機能強化を図る。 

・シンボルツリー、街灯等の設置 

・区画道路と同じ景観や環境および周囲の建物との 

調和に配慮したレンガ舗装 

 

（２）建築物等の整備 

 建物整備は地元主導で行われているが、一部の狭

小宅地では土地の有効利用のため複数の宅地を一団



で使用し建物共同化を図る一方で、広い宅地では高

層建物の建築を行っている。また、一定の要件を満

たす建物について優良建築物等整備事業により建設

費補助を行い、住宅の一部について宇部市が２０年

間市営住宅として借り上げ定住人口の回復を図る。

以下、主な建物について紹介する。 

 

共同建物 

Ａ棟 

・施  工 平成１４年度 

・構  造 ＲＣ造 地上２階 

・建物用途 店舗（１階）、住宅２戸（２階） 

・そ の 他 ３名による共同建替 

Ｂ棟 

・施  工 平成１４年度～平成１５年度 

・構  造 ＲＣ造 地上５階 

・建物用途 店舗（１階）、借上型市営住宅６戸

（２、３階）、住宅２戸（４、５階） 

・そ の 他 優良建築物等整備事業を活用した２

名による共同建替 

Ｃ棟 

・施  工 平成１５年度～平成１６年度 

・構  造 ＲＣ造 地上３階 

・建物用途 店舗（１階）、借上型市営住宅６戸 

（２、３階） 

・そ の 他 ２名による共同建替 

Ｄ棟 

・施  工 平成１５年度～平成１６年度 

・構  造 ＲＣ造 地上４階 

・建物用途 店舗（１階）、借上型市営住宅６戸

（２～４階）、住宅２戸（２～４階） 

・そ の 他 優良建築物等整備事業を活用した３

名による共同建替 

Ｅ棟 

・施  工 平成１６年度 

・構  造 ＲＣ造 地上４階 

・建物用途 店舗（１階）、借上型市営住宅６戸

（２、３階）、住宅１戸（３、４戸） 

・そ の 他 優良建築物等整備事業を活用した４

名による共同建替 
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高層建物 

Ｆ棟 

・施  工 平成１３年度～平成１５年度 

・構  造 ＳＲＣ造 地下１階、地上１４階 

・建物用途 駐車場（地下１階）、店舗（１、２

階）、借上型市営住宅４８戸（３～１４階） 

・そ の 他 優良建築物等整備事業を活用した法

人による建替 

  

以上が主な建物更新の状況であるが、当地区におい

て統一した街並み形成のために、屋根の形、外壁の

色（アースカラーを基調）、１階部分の壁面後退な

ど協調化のための設計指針を作成するとともに、

「まちづくり相談室」を開催し、地元主導で施主と

まちづくりコーディネーターが設計協議を行うなか

で、まち全体が調和のとれた協調建替を実現してい

る。 

 

（３）商業の再編等について 

 中央町三丁目地区ではＴＭＯがコンサルタントを

派遣しファサード計画、個店の経営強化等について

ソフト面での支援を行っている。 

当地区は鉱工業の発展とともに自然発生的に商 



 
 

 

図－４ 現況写真（H16．5 月現在） 

 

店街が形成されたため、様々な業種の店舗が混在し

ているが、土地区画整理事業は施行前の位置関係を

基本とする照応の原則により換地および移転を行う

ので商店の根本的配置換えは困難な状況である。こ

のため、既存の店舗を活かしつつ新規参入するテナ

ント業種を効果的に選定することにより、地域の商

業として充実を図ることとしている。 

以上が中央町三丁目地区のまちなか再生事業で

あるが、現在、当地区に隣接した宇部新川駅沖ノ山

線の整備を沿道整備街路事業により進めている。用

地買収方式による道路拡幅と沿道敷地の組み換えを

行うこの事業は、沿道に商店街が形成されている当

路線の拡幅整備としては、アクセス機能の強化と沿

道商業地の再編を同時に図る、まちづくりのために

は非常に効果的な整備手法である。 

 現在、平成１８年度完成に向け道路景観向上のた

めのワークショップを地元と行いながら整備を進め

ている。 

 

４．おわりに 

 

 宇部市は鉱工業の発展とともに中心市街地への人

口集中と商業、業務施設等の集積が進み、中心市街

地は市民にとって機能的にも精神的にも宇部市の核

として発展してきたが、その過程で、商店街につい

ては商業の発展を重視し住環境の整備は進まずにき

た。 

その後、自動車の普及と道路整備の充実により

住宅地の郊外開発が進み人口の郊外流出が進むとと

もに、大規模店の郊外進出等、商業を取り巻く環境

の変化により商店街は空き店舗も目立ち中心市街地

の空洞化が進行していった。 

 しかしながら、中心市街地は形成される過程で公

共交通機関、公共施設等のインフラや各種の機能が

整備、集積されてきた地域であり多くのサービスが

身近に受けられ、暮らしやすい場所でもある。この

ことから、良好な居住空間を確保できれば、都市の

魅力を享受できる都市型居住の需要は今後増加する

と考えられる。 

 このような状況を踏まえ、三丁目地区は前述のよ

うに建築について、グレードの高い公共施設の整備

に合わせた設計指針を作成し地区全体が調和の取れ

た協調建替を実現し、居住者や来街者が良好で魅力

的な空間を享受できるようにするとともに各種イベ

ントを開催し交流人口の回復を図り、健全でにぎわ

いのあるまちを目指す。 

 最後に、中央町三丁目地区のまちなか再生事業と

宇部新川駅沖ノ山線沿道整備街路事業をきっかけに

して両事業に関係する商店街、自治会およびまちづ

くり団体が連携を図り、景観整備のルール作りやイ

ベントの開催を積極的に行い、この地区を中心にま

ちづくりが展開して行くよう宇部市も地元と協働で

今後とも取り組んでいく方針である。 


